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２ 財政指標の活用による財政状況の把握 
 
（１）財政指標設定とその目的 
   平成２１年４月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下「地方財政健全化法」と

いう。）」が施行されたことに伴い、地方公共団体は決算に基づく健全化判断比率を算定するこ

ととなりました。健全化判断比率は、これまでのフロー指標とともに、ストック指標も法律に

位置づけられ、また、地方財政の早期健全化又は再生の必要性を判断するため、その比率を監

査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告するとともに住民に公表することが義務づ

けられました。 

   地方公共団体は、議会や県民等の監視の下に、収支均衡のとれた財政運営を行い、財政の健

全性を確保していくことが必要であり、本県の財政状況に関し、議会や県民等の理解を深める

一助として、県議会からご提言いただきました「財政健全化に向けた提言」のご趣旨を踏まえ、

平成２０年度決算より、本県独自の財政指標を設定しています。 

   平成２３年度決算においても、各指標を算定し、以下にお示ししています。 
   今後とも、これらの財政指標を用いて、本県の財政状況を分かりやすくかつ客観的にお示し

していきます。 

 

（２）財政状況のチェックの観点 
 ア 財政収支均衡の観点 
   財政状況をチェックするには、第一に、財政収支均衡の観点でのチェックが重要です。 

地方公共団体が収支均衡した持続可能な財政運営を行っていくには、先ずは、弾力的な財政

構造を継続することが必要です。このことにより、予期せぬ情勢変化などにも柔軟に対応でき、

行政サービスを維持できる財源確保につながります。 
   このため、財政収支の面で現時点では実質収支がプラスで早期健全化団体に該当しない場合

であっても、将来的に実質収支がマイナスに近づきつつあり、リスクが高まっている財政構造

なのかをチェックするとともに、予期せぬ情勢変化に対応できる財源が確保されているかどう

かを合わせてチェックすることが重要です。 
 （目指すべき方向） 

歳出削減等により財政構造の改善を図ると・・・・ 

⇒ 財政構造の改善傾向が継続すると、経常的な一般財源の余剰幅が継続的に生まれる。  
⇒ 一般財源の余剰が継続すると、基金などの将来に向けた財源確保が可能となる。 

⇒ 予期せぬ情勢変化にも対応でき、収支均衡の財政運営が可能な状況に近づいていく。 
 （チェック内容） 

    ①財政構造が安定的な収支均衡を継続できる状況なのか、収支がマイナスに陥る状況に近づ

きつつある状況なのか。 

        ②情勢変化の際の財源不足に柔軟に対応できる財源が確保できているか。 

イ 負債（公債費）の大きさの観点 
   第二に、負債（公債費）の大きさの観点でのチェックが重要です。 

「地方財政健全化法」においても、健全化判断比率として、単年度の公債費の大きさである「実

質公債費比率（地方債協議制度の中でこれまでも活用）」に加え、実質的な負債等（将来負担）

の規模を測るストック指標である「将来負担比率」を規定しています。 

   これは、国からの交付税措置がなく、県民の負担増につながる負債（公債費）の大きさが、

財政構造の硬直化と将来の財政収支のリスクにつながる要素となるからです。このため、単年

度の公債費やストック面での負債が大きすぎないかをチェックすることが重要です。 
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（目指すべき方向） 

  交付税措置のない地方債発行額を抑制すると・・・・ 

    ⇒ 単年度の公債費負担の軽減につながるとともに、地方債残高が抑制傾向となる。  
⇒ 財政構造の改善が図られる。 

⇒ 財政収支の改善につながる。 

（チェック内容） 

    国からの交付税措置がなく、県民の負担増につながる負債（公債費）は大きくないか。 

ウ フロー指標とストック指標の活用 
   第三に、これまでのフロー指標に加え、負債残高などを示すストック指標の活用が重要です。 

   これまでのフロー指標は、当該年度だけの財政状況しか示すことができず、将来の財政運営

上のリスクを把握することができませんでした。このため、負債残高や基金残高などを示すス

トック指標を活用し、将来的にも財政収支が均衡する状態なのかをチェックすることが重要で

す。 

 

（３）具体的な財政指標 
ア 財政収支均衡の観点 

   ①行政サービス経費の財政構造を測る指標 

 

「公債費を除く経常収支比率」で示され、一般財源に占める、義務的・経常的な行政

サービスの経費や人件費の経費の割合。 

  減少傾向であれば収支均衡を継続でき、増加傾向であれば、収支がマイナスに近づ

きつつある(硬直度が高まる)状況を示しています。人件費や事務事業等の歳出削減を

行うと、その成果が、短中期的に財政弾力度の高まりとして指標に現れます。 

   ②財源確保の状況を測る指標 

 

一般財源に占める、財政調整のための基金残高と実質収支の剰余額の割合。 

財政調整のための基金や実質収支の剰余額は、翌年度の予算編成の際の財源不足を

補う貴重な財源であり、将来的に財源が確保される財政運営が重要です。歳出削減や

県税収入等一般財源の増加に伴い、財政構造の改善傾向が継続すると、基金などの財

源確保につながるため、中長期的に成果として現れる指標です。 

イ 負債（公債費）の大きさの観点 
   ①実質的に県民が負担する単年度の公債費負担の大きさを測る指標 

 

留保財源に占める、交付税措置のない単年度の公債費の割合。交付税措置のない地

方債発行を抑制すると、県債償還期間が１０年以上であることから、中長期的に成果

として現れる指標です。（留保財源とは、歳入のうち交付税(基準財政収入額)に算入

されない財源で、交付税措置のない歳出に充てる財源とされています。） 

   ②実質的に県民が負担する負債残高の大きさを測る指標 

 

「将来負担比率」で示され、一般財源に占める、交付税措置のない負債残高等の割合。

交付税措置のない地方債発行を抑制すると、もともとの県債残高の規模が大きいこと

から、中長期的に成果として現れる指標です。 

 

『行政サービス経費硬直度』（フロー指標） 

『財源不足対応度』（ストック指標） 

『県民負担となる単年度公債費比率』（フロー指標） 

『県民負担となる負債残高等比率』（ストック指標） 
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ウ その他の参考指標 
    ①『プライマリーバランス』（フロー指標） 

      地方債や基金に過度に頼らず、当該年度の歳入で行政サービスを提供しているかを示す

指標。 
    ②『償還可能年限』（ストック指標） 

         当該年度の償還財源で、現在の負債残高を全て無くすのに要する年限。地方債残高が小

さい場合や、償還財源が大きい場合、年限は小さくなる。 
 

（４）財政運営にあたっての財政指標の活用 
県財政の収支が安定的に均衡し、持続可能な財政運営を可能とするには、地方財政制度に基

づく財政運営を行うこと、また、全国自治体の歳入歳出の総計である地方財政計画に沿った財

政運営を行うことが重要です。 
財政指標が全国自治体と比較し、悪化している指標については、改善の方向に転換するよう

財政健全化の取組をすべきであり、また、良好な指標については、全国自治体より悪化しない

よう財政運営に留意すべきです。 

このため、本県の財政指標と全国自治体の財政指標を比較することが重要です。今後、こう

した財政指標を活用し、県の財政状況を多面的にチェックし、必要な行政サービスが継続的に

行えるよう、引き続き、事務事業の見直し等健全化の取組を行うことで財源を確保するととも

に、交付税措置のある有利で真に必要な地方債発行に努めることで将来世代への過度な負担転

嫁とならないような財政運営に努めていきます。 

 

 








